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ま
た
は
、15
台
以
上
の
計
量
器
が
同

一の
場
所
に
あ
る
事
業
所

市
川
市
使
用
料
条
例
に
定
め
る

検
査
手
数
料

☎
０
４
３・２
５
５・４
６
９
０
同

事
務
所 　
　
　

  （
商
工
振
興
課
）

♦
♦
♦

文
化
振
興
活
動
な
ど
を
助
成
し
ま
す

県
内
で
文
化
、芸
術
、ス
ポ
ー
ツ
な

ど
の
分
野
で
活
躍
し
て
い
る
方
や
、

貢
献
し
た
個
人
と
団
体
に
助
成
金

を
支
給
し
ま
す
。申
請
は
８
月
１
日

（
木
）ま
で
。

贈
呈
式　

11
月
１
日（
金
）

☎
３
６
４
・３
６
８
９
、Ｆ
Ａ
Ｘ

３
６
４・３
３
３
０
土
屋
文
化
振
興

財
団　
　
　
　
　
（
文
化
振
興
課
）

さ
れ
る
現
況
届
出
書
な
ど
を
期

限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。届

け
出
が
な
い
と
年
金
の
支
給
が一
時

止
ま
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ

い
。

提
出
先
窓
口　

◆
現
況
届（
は
が
き
）＝

国
民
年

金
課
、
福
祉
課
、大
柏
出
張
所
、

南
行
徳
市
民
セ
ン
タ
ー
、市
川
駅
行

政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、各
市
民
課

連
絡
窓
口
所

◆
障
害
状
態
確
認
届（
診
断
書
）＝

国
民
年
金
課
、
福
祉
課

※
平
成
25
年
１
月
２
日
以
降
本
市

へ
転
入
の
方
は
、同
年
１
月
１
日
に

住
ん
で
い
た
市
区
町
村
発
行
の
平

成
25
年
度
住
民
税
所
得
証
明
書
が

必
要☎

３
３
４・１
１
２
７
国
民
年
金

課♦♦
♦

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
開
始

取
引
ま
た
は
証
明
で
使
用
す
る
計

量
器（
は
か
り
）は
、２
年
に
１
回
の
検

査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

市
の
指
定
定
期
検
査
機
関
の
中
山

計
量
事
務
所
が
検
査
通
知
を
発
送

し
、検
査
を
実
施
し
ま
す
。

な
お
、規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、

罰
則
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

期
間　
７
月
１
日（
月
）か
ら
８
カ
月
間

対
象　

計
量
器（
は
か
り
）の
ひ
ょ
う

量
が
２
５
０
kg
を
超
え
る
計
量
器
、

惑
や
車
両
と
の
接
触
事
故
な
ど
、ト

ラ
ブ
ル
の
原
因
に
な
る
事
例
が
増
え

て
い
ま
す
。道
路
沿
い
の
土
地
を
所

有
ま
た
は
管
理
し
て
い
る
方
は
、樹

木
が
道
路
に
張
り
出
さ
な
い
よ
う
、

適
正
な
管
理
を
し
て
く
だ
さ
い
。

☎
３
３
４・１
４
６
１
道
路
管
理
課

♦
♦
♦

事
業
者
向
け
省
エ
ネ
講
演
会

事
業
所
で
の
省
エ
ネ
の
進
め
方
の

ポ
イ
ン
ト
と
そ
の
効
果
、取
り
組
み

事
例
な
ど
を
分
か
り
や
す
く
解
説

し
ま
す
。

６
月
21
日（
金
）午
後
２
時
30
分

（
開
場
は
30
分
前
）～
４
時
30
分

市
川
教
育
会
館（
南
八
幡
１
の
10

の
19
）

先
着
１
０
０
人

６
月
19
日（
水
）ま
で
に
☎
３
２
０・ 

３
１
５
０
、Ｆ
Ａ
Ｘ
３
７
６・３
１
７
７

環
境
政
策
課

♦
♦
♦

障
害
基
礎
年
金
現
況
届
出
書
の
提
出

７
月
31
日（
水
）ま
で

20
歳
前
に
障
害
に
よ
っ
て
障
害
基

礎
年
金
の
受
給
を
開
始
し
て
い
る

方
は
、日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付

健
康
増
進
セ
ン
タ
ー

市
内
在
住
の
方
、先
着
40
人

６
月
25
日（
火
）ま
で
の
平
日
に

☎
３
３
２
・４
３
１
２
ま
た
は
直
接

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

♦
♦
♦

寄
附
金
税
額
控
除
対
象
の

特
定
非
営
利
活
動
法
人
申
出
書
受
け
付
け

個
人
市
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除

の
対
象
と
な
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
、各

自
治
体
が
条
例
で
規
定
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

市
税
条
例
に
規
定
す
る
た
め
の
基

準
を
満
た
し
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
か

ら
の
申
出
書
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
基
準
お
よ
び
申
出
書
類
に
つ
い
て

は
、市
公
式
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
を
ご
覧

く
だ
さ
い

７
月
１
日（
月
）～
12
日（
金
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア・Ｎ
Ｐ
Ｏ
課（
八
幡
３

の
４
の
１
ア
ク
ス
本
八
幡
２
階
）

☎
３
２
６・１
２
８
４
同
課

♦
♦
♦

市
道
に
張
り
出
し
た
樹
木
な
ど
の

管
理
に
つ
い
て

私
有
地
か
ら
市
道
に
張
り
出
し
た

樹
木
や
雑
草
な
ど
が
、通
行
人
の
迷

 

お
知
ら
せ

♦
♦
♦

６
月
市
議
会
定
例
会
を
開
会
中

６
月
24
日（
月
）ま
で
の
予
定

傍
聴
希
望
者
は
、日
程
な
ど
を
お
問

い
合
わ
せ
の
う
え
、市
役
所
６
階
の

傍
聴
受
け
付
け
ま
で
。住
所・氏
名・

年
齢
を
記
入
し
傍
聴
で
き
ま
す
。

ま
た
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
本
会
議

の
生
中
継
と
録
画
放
送
も
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。

☎
３
３
４･

３
７
５
９
議
会
事
務
局

♦
♦
♦

傍
聴
し
よ
う〈
希
望
者
は
直
接
会
場
へ
〉

◆
社
会
福
祉
審
議
会

７
月
４
日（
木
）午
後
２
時
／
市

役
所
３
階
第
４
委
員
会
室

（
高
齢
者
支
援
課
）

♦
♦
♦

偽
ブ
ラ
ン
ド
品
の
流
通
実
態
と

消
費
者
の
注
意
点

減
少
し
な
い
偽
ブ
ラ
ン
ド
品
の
現

状
や
ネ
ッ
ト
購
入
の
注
意
点
を
学

び
ま
す
。本
物
と
偽
物
を
実
際
に

手
に
と
っ
て
見
比
べ
て
く
だ
さ
い
。

６
月
26
日（
水
）午
後
２
時
～
４
時

暮らし

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

民事一般

総
合
市
民
相
談
課
☎
３
３
４・１
０
０
2 

予
約・問
い
合
わ
せ

市役所・行徳支所
毎週月～金曜日

8：50～17：00
（受け付け16：30まで）

民事に関する一般的な相談・
市政案内<市民相談員>出張

市民相談
市川駅行政サービスセン
ター ２6（金）

10：00～16：30
（受け付け

　9：30～16：00）

法
律
相
談
予
約
制

弁護士
（平日）

市役所 5（金）、１2（金）、１7
（水）、19（金）、23（火）、２6（金）

13：00～16：00
相続・遺言、損害賠償、金銭
貸借、離婚、借地借家、成年
後見などの専門的な法律の
知識を必要とする相談。<弁
護士><認定司法書士>
※予約制（市役所総合市民
相談課☎334-1002）

行徳支所 5（金）、１2（金）、２6（金）
土曜弁護士 市役所 6（土）

司法書士
（夜間）

市役所 ３（水）、１０（水）、１７
（水）、２４（水）、３１（水） 17：30～20：00
行徳支所 １0日（水）、２4日（水）

土曜司法書士 市役所 20（土） 13：00～15：30

行政書士
市役所 9（火） 13：00～17：00

（受け付け16：30まで）

相続手続、贈与、成年後見、契約書、
官公署提出書類作成、外国人の在
留等に関する申請など<行政書士>行徳支所 なし

行政
市役所 24（水） 13：00～15：00

（受け付け14：30まで）
国、特殊法人などへの苦情や要望
<行政相談委員>行徳支所 1（月）

登記 市役所 3（水） 13：00～16：00
（受け付け15：30まで）

不動産登記、会社登記、境界問題
など〈司法書士・土地家屋調査士〉行徳支所 17（水）

不動産
取引

市役所 1（月）、22（月） 13：00～16：00
（受け付け15：30まで）

土地・建物の売買や賃貸などのト
ラブル〈宅地建物取引主任者〉行徳支所 8（月）

税金
予約制

市役所 22（月） 13：00～16：00 相続・贈与・売買など税の相談
〈税理士〉行徳支所 なし

交通事故
予約制

市役所 11（木）、25（木） 10：00～15：00 示談や損害賠償の方法
〈県交通事故相談員〉行徳支所 25（木）

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

消費生活

消費生活センター 毎週月～金曜日
（毎月第２・４土曜日は電話相談のみ） 

10：00～16：00
（窓口及び電話相談）

消費者トラブルに関する苦
情処理及び紛争解決のあっ
せん〈消費生活相談員〉

消費生活センター☎３３４-０９９９

行徳支所 第２・４火曜日 10：00～12：00
13：00～16：00

行徳支所市民相談室☎359-1121
多重債務
予約制

消費生活センター11（木）、25（木）
13：00～16：00 多重債務に関する相談〈弁護士〉※予

約制（消費生活センター☎334-0999）行徳支所 なし

人権擁護
市役所 10（水） 13：00～16：00

（受け付け15：30まで）
家庭問題やいじめ、いやがらせなど
の悩み〈人権擁護委員、弁護士〉男女共同参画課☎３２２-６７００

建築行政
市役所 毎週月・水・金曜日 10：00～17：15 建築にかかわる民事的な相談

〈建築行政相談員〉建築指導課☎３３４-１４３４

建築紛争
市役所 開発指導課原則水曜日

（要問い合わせ） 9：00～17：00 中高層建築物の建築に伴っ
て生ずる日照阻害、電波障
害、騒音、振動など開発指導課☎70４-027６

労働
市役所 3（水）、 17（水） 18：00～20：00 労働上のトラブルに関する

相談〈社会保険労務士〉雇用労政課☎704-4131※１８:００以降は☎３３４-１１１１

年金
市役所 23（火） 13：00～16：30

（受け付け16：00まで）各種公的年金について
〈社会保険労務士会〉行徳支所 11（木）

国民年金課☎３３４-１１２７
住宅リフォーム
予約優先

市役所 9（火）、２3（火） 13：00～16：00 増改築、修繕など〈市川住宅リ
フォーム相談協議会相談員〉住環境整備課☎704-0064

心配ごと
八幡市民談話室1（月）、22（月） 10：00～15：00

（13：00からは
弁護士相談もあり）

日常生活での悩みや困ったこと
など〈民生委員児童委員〉社会福祉協議会☎３２０-４００１

月
の
市
民
相
談

※
弁
護
士
法
律
相
談（
平
日
）の
予
約
は
毎
週
金
曜
日
午

前
８
時
45
分
か
ら
翌
週
分
を
直
通
電
話
で
受
け
付
け
ま

す
※
祝
日
の
相
談
は
休
み
で
す

7

市
川
市
民
納
涼
花
火
大
会

有
料
観
覧
席
市
民
限
定
先
行
発
売

  

花
火
大
会

８
月
３
日（
土
）午
後
７
時
15
分
～
８
時
30
分

※
荒
天
の
場
合
は
翌
日
に
延
期

大
洲
３
丁
目
地
先
の
江
戸
川
河
川
敷

販
売
期
間　

６
月
16
日（
日
）午
前
10
時
～
18
日

（
火
）午
後
11
時
30
分

座
席・金
額　

◆
桟
敷
席
＝
１
８
０
×
90㎝（
定
員
４
人
）  

１
８,
０
０
０
円

◆
土
手
斜
面
の
ス
ロ
ー
プ
席
＝
１
5
０
×
90
㎝（
定

員
２
人
） 

１
０,
０
０
０
円

◆
パ
イ
プ
イ
ス
席（
定
員
１
人
）　

６,
０
０
０
円

※
各
席
種
、未
就
学
児
１
人
は
無
料
。た
だ
し
、パ

イ
プ
イ
ス
席
は
保
護
者
の
ひ
ざ
の
上
で
観
覧
。

購
入
方
法　

①
☎
０
５
７
０・０
２・９
９
4
０
チ

ケ
ッ
ト
ぴ
あ
※
一
部
の
携
帯
電
話
・P
H
S
・
I
P

電
話
で
は
受
付
不
可
②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト（
チ
ケ
ッ

ト
ぴ
あ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で「
市
川
市
民
納
涼
花
火
大

会
」と
入
力
し
て
検
索
）

チ
ケ
ッ
ト
購
入
に
つ
い
て
☎
０
５
７
０・０
２・ 

９
１
１
１
チ
ケ
ッ
ト
ぴ
あ
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン（
午

前
10
時
～
午
後
６
時
）

花
火
大
会
当
日
８
月
３
日（
土
）

江
戸
川
で
水
上
規
制
を
実
施

水
上
観
覧
の
安
全
確
保
の
た
め
、船
に
よ
る
入

場
を
制
限
し
ま
す
。船
で
の
観
覧
に
は
事
前
に

申
し
込
み
が
必
要
で
す
。当
日
は
、実
行
委
員

会
の
交
付
す
る
標
旗
を
掲
げ
た
船
舶
し
か
入

場
で
き
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
花
火
大
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
同

実
行
委
員
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

☎
７
０
４・０
０
５
７
市
民
納
涼
花
火
大
会
実

行
委
員
会
事
務
局　

   　
（
観
光
交
流
推
進
課
）

市川駅行政サービスセンターなどの
業務時間が一時的に変更となります
　住民基本台帳法の改正に伴うシステム対応作業のため、市川
駅行政サービスセンター窓口及び自動交付機、コンビニ交付の利
用時間を変更します。
●市川駅行政サービスセンター窓口業務の利用時間変更

●自動交付機・コンビニ交付の利用時間変更

※Ｉ-Ｌｉｎｋルーム／ホールは通常どおり利用できます
☎704-３１１１市川駅行政サービスセンター

☎３３４-１１２４市民課

７月５日（金） ７月６日（土） ７月７日（日） ７月８日（月）

窓口業務 午後５時から
休止 終日休止 通常どおり

７月５日（金） ７月６日（土） ７月７日（日） ７月８日（月）
自動交付機 午後５時１５分

から停止 終日休止 通常どおり
コンビニ交付

　

毎
年
、多
く
の
観
客
が
訪
れ
る
市
川
市
民

納
涼
花
火
大
会
の
有
料
観
覧
席
を
、市
民
を

対
象
に
先
行
販
売
し
ま
す
。

広報いちかわ　2013年（平成25年）6月15日　No.1474 2暮らし

　7月1日（月）は、市県民税（普通
徴収）第1期の納期です。インター
ネットやコンビニエンスストアでも
納められます。

　 （納税・債権管理課）

税の納期の確認を



♦
♦
♦

７
月
８
日（
月
）に
国
民
健
康
保
険

税
納
税
通
知
書
を
発
送

国
民
健
康
保
険
税
は
、世
帯
主
が

納
税
義
務
者
と
な
り
、世
帯
主
が

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な

く
て
も
、家
族
の
中
に
国
民
健
康
保

険
の
加
入
者
が
い
る
場
合
は
、そ
の

世
帯
主
が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま

す
。納
税
や
課
税
内
容
に
つ
い
て
の

特
別
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
課
＝
☎
７
０
４・ 

０
０
１
１
※
７
月
21
日（
日
）は
午
前

10
時
～
午
後
３
時

福
祉
課
前
／
７
月
９
日（
火
）～

22
日（
月
）※
平
日
の
み

大
柏
出
張
所
／
７
月
９
日（
火
）～

16
日（
火
）※
平
日
の
み

※
い
ず
れ
も
水
曜
日
は
午
後
８
時
ま

で
受
け
付
け（
大
柏
出
張
所
は
除
く
）

☎
７
０
４・０
０
１
１
国
民
健
康

保
険
課

♦
♦
♦

労
働
保
険
料
の
申
告・納
付
は
、お
早
め
に

年
度
更
新
の
手
続
き
は
、平
成
24

年
度
の
概
算
保
険
料
を
精
算
す
る

「
確
定
申
告
」と
平
成
25
年
度
の
見

込
み
保
険
料（
概
算
保
険
料
）を
申

告
す
る
も
の
で
す
。申
告・納
付
は
、

最
寄
り
の
金
融
機
関
を
通
じ
て
早

♦
♦
♦

ク
ー
ル
ア
ー
ス
い
ち
か
わ
２
０
１
３

市
で
は
、七
夕
の
日
に
ラ
イ
ト
ダ
ウ

ン
を
呼
び
か
け
る「
ク
ー
ル
ア
ー
ス
い

ち
か
わ
」を
実
施
。今
年
も
市
川
市

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
協
議
会
と

と
も
に
７
月
７
日（
日
）に「
七
夕
ラ

イ
ト
ダ
ウ
ン
イ
ベ
ン
ト
」を
開
催
し
、

L
E
D
ラ
ン
タ
ン
工
作
教
室
な
ど

を
行
い
ま
す
。こ
れ
は
、地
球
温
暖

化
防
止
の
た
め
、ビ
ル
や
広
告
、家

庭
な
ど
で
の
消
灯
を
呼
び
掛
け
る

環
境
省
の「
ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
」の
一
環
で
す
。午
後
８
時
か

ら
午
後
10
時
ま
で
の
消
灯
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

７
月
７
日（
日
）

ニッ
ケ
コ
ル
ト
ン
プ
ラ
ザ 

コ
ル
ト
ン

ホ
ー
ル（
鬼
高
１
の
１
の
１
）

七
夕
ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
イ
ベ
ン
ト

①
L
E
D
ラ
ン
タ
ン
工
作
教
室

②「
エ
コ
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
短
冊
」づ
く

り
な
ど

時
間　

午
後
５
時
～
７
時

先
着
25
組（
小
学
生
以
下
と
保

護
者
）※
要
事
前
申
し
込
み

１
組
５
０
０
円（
材
料
費
）

☎
３
２
０・３
１
５
０
環
境
政

策
課

め
に
手
続
し
て
く
だ
さ
い
。保
険
料

の
納
付
は
、申
請
に
よ
り
口
座
振
替

が
可
能
で
す
。

納
付
受
付
期
限　

７
月
10
日（
水
）

☎
０
４
３・２
２
１・４
３
１
７
千

葉
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
課

（
雇
用
労
政
課
）

♦
♦
♦

警
視
庁
に
よ
る
災
害
警
備
総
合
訓
練

「
ふ
い
の
地
震
に
ふ
だ
ん
の
備
え
」

７
月
２
日（
火
）午
後
１
時
30
分

～
３
時
※
荒
天
等
の
場
合
は
７
月

９
日（
火
）に
延
期

江
戸
川
河
川
敷
緑
地（
江
戸
川

区
篠
崎
１
丁
目
地
先
。救
出
救
助

訓
練
で
大
和
田
２
・５
丁
目
地
先

も
使
用
）

☎
０
３・３
５
８
１・４
３
２
１
警

視
庁
警
備
部
災
害
対
策
課 

 

（
み
ど
り
管
理
課
）

♦
♦
♦

～
地
域
の
魅
力
を
再
発
見
～

地
域
C
M
コ
ン
テ
ス
ト　
作
品
募
集

J
C
N
市
川
に
よ
る「
い
ち
か
わ・イ

イ
ネ
！
C
M
コ
ン
テ
ス
ト
」の
作
品
を

募
集
。一
般
の
部
と
小・中
学
生
の
部

が
あ
り
ま
す
。

募
集
作
品
テ
ー
マ　
「
い
ち
か
わ
」を

P
R
す
る
C
M
映
像
作
品
※
30
秒

ま
た
は
60
秒

ア
マ
チ
ュ
ア
の
個
人
・
団
体
※
市

外
か
ら
の
応
募
可

受
付
期
間　

8
月
26
日（
月
）必
着

応
募
先　

J
C
N
市
川（
〒
２
７
２・ 

０
０
２
３
南
八
幡
4
の
17
の
8
）へ

郵
送
ま
た
は
持
参

☎
０
１
２
０
・９
２
５
・３
７
６

J
C
N
市
川　
　
（
広
報
広
聴
課
）

♦
♦
♦

市
民
プ
ー
ル
開
場
日
の
お
知
ら
せ

７
月
13
日（
土
）～
９
月
１
日（
日
）の

午
前
９
時
～
午
後
５
時
ま
で
で
す
。

☎
３
７
３・３
１
１
２
ス
ポ
ー
ツ
課

 

月・日 

曜
日　

    　

清 

掃 

地 

域

暮らし

●
自
治（
町
）会・個
人
の
自
主
的
な
清
掃
活

動
で
す
。ご
協
力
下
さ
い
。●
協
力
し
て
い
た

だ
い
た
際
に
揚
げ
ら
れ
た
泥
土
は
市
で
回
収

致
し
ま
す
。●
泥
土
の
回
収
は
、清
掃
日
直

後
の
月
曜
日
か
火
曜
日（
清
掃
日
が
月・火
曜

日
の
場
合
は
、そ
の
週
）に
伺
い
ま
す
。●
尚
、

一
般
ゴ
ミ
一
般
廃
棄
物
等
は
回
収
致
し
ま
せ

ん
。●
不
定
期（
臨
時
）に
側
溝
清
掃
す
る
場

合
は
ご
連
絡
下
さ
い
。　　
（
道
路
安
全
課
）

6・15 

土 

須
和
田（
全
）、北
方
１

6・16 

日 

南
八
幡
１（
し
ら
さ
ぎ
）、鬼
越

（
全
）、鬼
高（
全
）、新
井（
全
）、

島
尻
、広
尾
１
、日
之
出
、南
行

徳
１・２

6・17 

月 

平
田（
全
）

6・18 

火 

新
田
２
～
４
、曽
谷
１
～
４（
第

１
か
ら
第
４
）

6・20 

木 

若
宮
３（
下
町
）、市
川
南
１
～

４
、市
川
２

6・22 

土 

八
幡
６
、東
菅
野
４
の一
部（
古
八

幡
、冨
貴
島
）

6・23 

日 

高
石
神
、宮
久
保
１（
大
境
）、

河
原
、下
新
宿
、本
塩
、欠
真
間

（
全
）、本
行
徳
、妙
典（
全
）、

塩
焼
、関
ヶ
島
、伊
勢
宿
、末
広

（
全
）、相
之
川（
全
）

6・24 

月 

富
浜（
全
）、宮
久
保（
全
）

6・25 

火 

新
田
１・５

6・28 

金 

東
菅
野
４・５（
美
里
苑
）、福
栄

（
全
）

6・29 

土 

本
北
方
１

6・30 

日 

曽
谷
６
・７（
第
５
）、下
貝
塚

（
全
）

7・1 

月 

市
川
４（
根
本
）、北
方
２
、本
北

方
１
の一
部（
北
方
中
央
）、国
府

台（
全
）

7・3 

水 

本
北
方
２

7・4 

木 

本
北
方
３
、北
方
３
、若
宮
２

7・5 

金 

香
取（
全
）、行
徳
駅
前
３・４
、

若
宮
３（
上
町
）

7・7 

日 

八
幡
１
、南
八
幡
１（
八
幡
上
・

下
）、押
切
、湊
、湊
新
田（
全
）、

新
浜
１
、南
行
徳
３・４
、大
洲

（
全
）、大
和
田
１・３・５
、田
尻

４・５
の一
部
、原
木
４
、根
古
屋

（
国
分
２・３
）、若
宮
１
、北
方

町
４（
東
南・富
士
見
台
）、曽
谷

１
、奉
免
町（
ひ
め
み
や
）、柏
井

町
１（
第
１
、東
昌
台
）、柏
井
町

３（
第
３
団
地
）

7・8 

月 

稲
荷
木（
全
）、真
間
４・５

7・9 

火 

北
国
分（
全
）、中
山
３・４

7・10 

水 

高
谷
、二
俣（
全
）、中
山
１・２

7・14 

日 

中
国
分（
全
）、国
分
１
、大
和
田

２・４
、東
大
和
田（
全
）、大
町
、

大
野
町（
全
）、稲
越
町
、北
方
町

４（
千
足
）、曽
谷
５・８（
第
６
）

7・15 

祝 

須
和
田（
全
）、北
方
１
、平
田

（
全
）

7・16 

火 

南
八
幡
１（
し
ら
さ
ぎ
）

7・18 

木 

新
田
２
～
４
、曽
谷
１
～
４（
第

１
か
ら
第
４
）、若
宮
３（
下
町
）、

市
川
南
１
～
４
、市
川
２

♦
♦
♦

緊
急
情
報
の
試
験
放
送

防
災
行
政
無
線
を
用
い
た
緊
急
地

震
速
報
の
試
験
放
送
を
行
い
ま
す
。

訓
練
日
時　

６
月
28
日（
金
）午
前

10
時
15
分
ご
ろ
か
ら

☎
７
０
４・０
０
６
５
地
域
防
災
課

♦
♦
♦

８
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
を
ビ
デ
オ
に
変
換

撮
影
し
た
８
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
と
録
画

用
V
H
S
テ
ー
プ
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

７
月
27
日（
土
）午
前
10
時
～
午

後
５
時

メ
デ
ィ
ア
パ
ー
ク
市
川

先
着
20
人（
要
事
前
申
し
込
み
）

６
月
15
日（
土
）午
前
９
時
か

ら
☎
３
２
０・３
３
３
４
映
像
文
化

セ
ン
タ
ー（
月
曜
日
休
館
）

 

募
集

♦
♦
♦

映
像
コ
ン
ク
ー
ル
出
品
作
品

市
川
市
映
像
コ
ン
ク
ー
ル
の
出
品

作
品
を
募
集
し
ま
す
。

市
内
在
住・在
勤・在
学
の
個
人
、

グ
ル
ー
プ
な
ど
※
出
品
数
に
制
限

な
し（
た
だ
し
入
賞
は
１
人
１
点
）

募
集
部
門　

グ
ラ
ン
プ
リ
部
門（
15

分
以
内
）、チ
ャ
レ
ン
ジ
部
門（
５
分

程
度
）※
い
ず
れ
も
テ
ー
マ
は
自
由

メ
デ
ィ
ア
は
Ｄ
Ｖ
、Ｈ
Ｄ
Ｖ
、Ｖ
Ｈ
Ｓ
、

Ｄ
Ｖ
Ｄ
、ブ
ル
ー
レ
イ
デ
ィ
ス
ク
の
い

ず
れ
か
。

受
付
期
間　

７
月
２
日（
火
）～
９

月
８
日（
日
）

映
像
文
化
セ
ン
タ
ー
、各
公
民

館
、文
化
会
館
で
配
布
す
る
募
集
要

項
を
書
き
、９
月
８
日（
日
）ま
で（
消

印
有
効
）に
映
像
文
化
セ
ン
タ
ー
映

像
コ
ン
ク
ー
ル
係（
〒
２
７
２・

０
０
１
５
鬼
高
１
の
１
の
４
）

☎
３
２
０・３
３
３
４
映
像
文
化

セ
ン
タ
ー（
月
曜
日
休
館
）

日時 場所・会場 対象・人数 費用・料金 持ち物 申し込み・応募 問い合わせ 行徳支所市役所講師講内容内

広報いちかわ　2013年（平成25年）6月15日　No.14743 暮らし

　市では、次の改修工事を市内の施工業者に依頼して行う場合、
経費の一部を助成します。

受 付 期 間　７月１日（月）～１９日（金）応募者多数の場合は抽選。
助成対象者　市内在住で住所の届け出があり、かつ市税を滞納していな

い方
対象の住宅　現に市内に所有し、自ら居住している住宅※マンションなど

の集合住宅は個人専用部分。店舗などとの併用住宅は個
人住宅部分

対象の工事　①バリアフリー②防災性の向上③省エネの内、いずれか１つ

バリアフリー 防災性の向上 省エネ
手すりの設置、段差解消、
廊下等の拡張、引戸への
変更、トイレ・浴室改修など

防火性向上（壁・天井の不
燃化）、耐震性の向上（屋根
の軽量化、基礎補強・補修、
壁補強）など

断熱改修（床・天井・壁・
窓）、高断熱浴槽の設置な
ど

助 成 金 額　対象工事費の3分の1（限度額１０万円）
要　　　件　・市内施工業者（市内に本社を有する法人、または市内に
　　　　　　　住所を有する個人事業者）が施行すること

・交付決定通知が届いてから施工業者と契約すること
・平成２６年３月３１日（月）までに工事を完了すること
・市の他の助成制度との併用は不可

申請書などは、市公式Ｗｅｂサイトからダウンロードできます
☎７０４-００６４、ＦＡＸ３３６-８０２４住環境整備課

マイホーム借上げ制度
～あなたの持ち家を有効活用しませんか～

　市では、移住・住みかえ支援機構(JTI)と連携して、空き家対策・
住みかえ支援事業「マイホーム借上げ制度」をスタートします。こ
の制度では、シニア世帯(50歳以上)の方のマイホームをJTIが最
長で終身にわたって借上げ、子育て世帯などに転貸し、安定した
賃料収入を保証します。これにより、自宅を売却することなく、住み
かえや老後の資金として活用することができます。

利用条件
・日本国内に住宅をお持ちの50歳以上の方
・住宅に一定の耐震性が確保されていること、など

制度の概要について☎７０４-００６４住環境整備課、制度の活用など
具体的な相談☎０３-５２１１-０７５７（社）移住・住みかえ支援機構 

７月５日（金）午後７時
（開場は午後６時30分）

市民会館

１団体２人まで。商店主の方は対象外
（別途、市川商工会議所で募集）

☎７０４-００５７観光交流推進課

　１１月２日（土）大洲防災公園で開催される市民まつりの参加申
し込み説明会を行います。※この説明会に欠席した場合、市民ま
つりに参加できないことがあります

市民まつり 参加申し込み説明会

あんしん住宅助成制度

　市川の漁師が水揚げ
した新鮮な「市川のおさ
かな」が市内の鮮魚店で
販売されます。この機会
にぜひ、新鮮な「市川の
おさかな」をご堪能ください。
※販売店などの詳細は市公式Webサイト、
市川商工会議所ホームページをご確認くだ
さい。
※天候により販売日が変更となる場合があ
ります。

6月20日（木）・21日（金）
☎334-1341商工振興課、☎377-

1011市川商工会議所 

「市川のおさかな」を買いに
お魚屋さんへ行こう

※JTIホームページより




